  　                                　　　　　            令和　　年　　月　　日
様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組合の住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電　話　番　号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組合を代表する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事の氏名　　　　　　　　　　　　
中小企業等協同組合定款変更認可申請書
　中小企業等協同組合法第５１条第２項の規定により中小企業等協同組合の定款変更の認可

を受けたいので、別紙の変更理由書その他の必要書類を添えて申請します。

印
変更箇所新旧対照表
	             　　新

（事　業）

第7条　本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 組合員の取り扱う〇〇品の共同購買
(2)　組合員のためにする共同〇〇事業

(3)　組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業及び外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業
(4)　組合員のためにする育成就労外国人共同受入事業及び育成就労外国人受入れに係る職業紹介事業
(5)　組合員のためにする特定技能外国人支援事業
(6)  特定技能外国人に係る職業紹介事業
(7)　組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(8)　組合員の福利厚生に関する事業
(9)　前各号の事業に附帯する事業
（教育情報費用繰越金）

第○○条　本組合は、第７条第7号の事業（教育情報事業）の費用に充てるため、当期純利益金額の20分の１以上を翌事業年度に繰り越すものとする。

	　　　　　　　　　旧

（事　業）

第7条　本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 組合員の取り扱う〇〇品の共同購買
(2)　組合員のためにする共同〇〇事業

(3)　組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業及び外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業
(4)　組合員のためにする特定技能外国人支援事業
(5)  特定技能外国人に係る職業紹介事業
(6)　組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(7)　組合員の福利厚生に関する事業
(8)　前各号の事業に附帯する事業
（教育情報費用繰越金）

第○○条　本組合は、第７条第6号の事業（教育情報事業）の費用に充てるため、当期純利益金額の20分の１以上を翌事業年度に繰り越すものとする。



※現在組合で実施している事業をご記載ください
印
定　款　変　更　理　由　書

1 第7条の変更理由は、組合員からの要望により、我が国での育成就労産業分野における３年間の就労を通じて、一定の技能を有する人材を育成、確保するためである。
2 第○○条の変更理由は、第7条の変更に伴うためである。
